
        進んで学び、互いが育つかかわりのできる 南郷っ子の育成 

インターネット等を正しく安全に利用するために 
～ 県小学校長会「子どもの SNS・ネット利用の実態」調査結果より ～ 

 

今年６月にご協力いただきました、福島県小学校長会による「インターネット・SNS 利用に関する調
査」について、県全体の調査結果が届きましたので別紙（裏面）のとおりお知らせいたします。 

スマートフォンやタブレット端末など、さまざまな情報機器の普及によって、気軽にインターネット
の利用が可能になりました。インターネットは、さまざまな情報をすぐに調べることのできる便利な手
段のひとつであり、本校においても、子どもたち１人に１台のタブレット端末が整備され、毎日の学習
活動に欠かせない存在になっています。 

一方で、長時間の利用による生活リズムの乱れや視力の低下などの健康被害、
インターネットを介したいじめや誹謗中傷、プライバシーの侵害や犯罪被害など
のトラブルに巻き込まれてしまうケースも起きています。 

さまざまなトラブルから身を守るためには、子どもたち一人一人がインターネ
ットの正しく安全な使い方について考えることが大切です。そのためにも、わた
したち大人の支援が不可欠です。 

次のことについて、お子さんと一緒に読みながら、考える機会をもっていただければと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本校の調査結果については、学校だより第 10 号（令和 7 年 7 月 10 日発行）にてお知らせしており
ます。 
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Point1：ICT機器を持たせるのは、保護者の「責任」で 
お子さんがスマートフォンやタブレット端末など、自分の ICT 機器を欲しがったときは、本当に必

要なのかをよく検討してください。持たせることのメリットとデメリットをよく考えた上で、持たせる

かどうかを判断してください。 

※ 本校においてネットや SNS を利用している児童の約 60％が自分用の機器を所持 

 

Point2：家族で話し合い、家庭のルールづくりとタイムマネジメント力を 
ICT 機器の利用については、利用目的や時間、場所などの具体的な約束事を話し合って

決めることが大切です。保護者から押しつけるのではなく、一緒に約束事をつくること

が、約束を守る「自覚」につながっていきます。 

※ 本校児童の約 25％がルールを決めていない 

※ 本校児童の約 39％が平日、２時間以上利用している 

※ 本校児童の約 41％が休日、３時間以上利用している 

 

Point3：フィルタリングを必ずかけて、安全対策を 
子どもを守るために必ずしなければならないことは、インターネットの有害なページを閲覧すること

ができないようにブロックする「フィルタリング」をかけることです。「青少年が安全に安心してイン

ターネットを利用できる環境の整備に関する法律」に基づき、18 歳未満の青少年が利用する携帯電話

等には、保護者が解除の申し出をしない限り、フィルタリングの利用が条件になっています。 

また、利用状況を確認する上でも、ペアレンタルコントロール※機能の利用も有効です。 

※ 「ペアレンタルコントロール」とは、アプリの制御やコンテンツフィルタ、利用時間の制限など、未成年が利用する機能

やアプリ、行動を保護者が監視・制限する機能や取組のことを指します。 

※ 本校児童の約 32％が過去にトラブルに遭っている 

 

Point4：困ったときは、すぐに相談ができる関係づくりを 
ICT 機器の利用によるトラブルが起きたときのためにも、一人で悩みを抱えることのないよう、普段

から相談のしやすい関係づくりが大切です。お子さんからの相談に寄り添うとともに、判断に迷ったと

きは学校や専門の相談窓口（南会津警察署等）にアドバイスを求めてください。 






